
【新型コロナウイルス】豪州連邦政府発表：ワクチン接種を完了した日本から渡航す

る日本国籍者は豪州の特定の管轄地域（ＮＳＷ州、ＶＩＣ州、ＡＣＴ）に入国する場合

は隔離なしで入国が可能に（１２月１日から実施予定） 

 

2021 年 11月 24日 

在ブリスベン総領事館 

 

●１１月２２日（月）、モリソン首相は、２０２１年１２月１日（水）から、ワクチン

接種を完了した日本から豪州に渡航する日本国籍者は、豪州の特定の管轄地域（ＮＳＷ

州、ＶＩＣ州、ＡＣＴ）に入国する場合は隔離なしで豪州への入国が可能となる旨発表

しました。ただしＱＬＤ州については引き続き２週間の隔離が必要になります。 

 

１１月２２日（月）、モリソン首相は、２０２１年１２月１日（水）から、ワクチン接

種を完了した日本から豪州に渡航する日本国籍者は、隔離なしで豪州への入国が可能と

なる旨発表しましたので、概要を以下のとおりご連絡いたします。ただしＱＬＤ州につ

いては引き続き２週間の隔離が必要になります。 

詳細は下記リンク先をご参照ください。 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/japan 

 

１ 対象者は、豪州入国に際し、従来の免除申請（いわゆる exemption）が不要となる。 

 

２ 以下の５つの条件を全て満たす者が、本取決めの対象となる。 

（１）有効な豪州の査証を保持している日本国籍者（日本在住の第三国の国籍保持者、

第三国から出国する日本国籍者は対象外）。 

（２）日本から出発し豪州に入国する者。 

（３）ワクチン接種を完了し（注１）、その証明を提示できる者。なお、未成年者（１

７歳以下）については、ワクチン接種を完了した者と一緒に渡航する場合、ワクチン未

接種であっても渡航が許可される。 

（４）日本出国前３日以内に行われたＰＣＲ検査による陰性証明を提示できる者。 

（５）特定の管轄区域（ＮＳＷ州、ＶＩＣ州、ＡＣＴ）へ入国する者。 

 

注１：ワクチン接種完了の要件：ＴＧＡ（豪州治療製品管理局）が国内使用を承認ま

たはそれらと同等の効果があるとして認知したワクチンを規定回数接種してから７

日後よりワクチン接種完了者と見なされる。現時点におけるワクチンの種類及び投与

量は次のとおり。 

【１４日以上の間隔をとって、以下のワクチンを２回接種】 

○アストラゼネカ（AstraZeneca Vaxzevria） 

○アストラゼネカ・コビシールド（AstraZeneca Covishield） 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/japan


○ファイザー（Pfizer/Biontech Comirnaty） 

○モデルナ（Moderna Spikevax） 

○シノバック（Sinovac Coronavac） 

○コヴァクシン（Bharat Biotech Covaxin） 

○シノファーム（Sinopharm BBIBP-CorV）（18歳から 60歳で接種した方に限る） 

【以下のワクチンを１回接種】 

○ジョンソン＆ジョンソン（Johnson＆Johnson / Janssen-CilagCOVID） 

【その他留意事項】 

○種類の異なるワクチンによる混合接種を受けた場合、いずれもＴＧＡによって承認 

または認知されているワクチンであれば、ワクチン接種完了としてみなされる。 

 


